
令和２年度 文教委員会資料⑧ 

【議案第１８３号】

川崎市男女共同参画センターの指定管理者の指定について

 資 料  管理を行わせる公の施設の概要等

市 民 文 化 局 

（令和２年１１月１８日） 
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議案第１８３号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市男女共同参画センター 

(2) 所在地 川崎市高津区溝口２丁目２０番１号 

(3) 設置条例 川崎市男女共同参画センター条例 

(4) 設置目的 

 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に参

画する男女共同参画社会の形成に寄与するため、川崎市男女共同参画

センターを設置する。 

(5) 施設の事業内容 

１ 調査及び研究に関すること。 

２ 相談に関すること。 

３ 情報の収集及び提供に関すること。 

４ 研修会、講演会等の開催に関すること。 

５ 市民の学習、研修及び交流の活動の支援に関すること。 

６ 施設及び設備を利用に供すること。 

(6) 現在の管理者 

すくらむ２１運営共同事業体 

（代表者：パーソルテンプスタッフ株式会社） 

（構成員：東電タウンプランニング株式会社） 

(7) 現在の管理運営費 １１４,５１５,５８５円（現在の指定期間の平均年額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人共生会ＳＨＯＷＡ 

所 在 地 東京都世田谷区太子堂１丁目６番２号３階 

代 表 者 名 理事長 坂東 眞理子 

設立年月日 令和元年１２月９日 

基 本 財 産 

又は資本の額 
２億９,０００万円 

職 員 数 

又は従業員数 
８３名 

設 立 目 的 

多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう

創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健

やかに育成され、又はその有する能力に応じ、自立した生活を地域社会におい

て営むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 

（令和元年度） 

１ 第２種社会福祉事業 

（１）保育所の経営 

（２）放課後児童健全育成事業の経営 

（３）地域子育て支援拠点事業の経営 

（４）一時預かり事業の経営 

２ 公益事業 

（１）発達障害児の相談に応じる事業 

（２）男女共同参画推進事業 

決   算 

（令和元年度） 

１ 当期資金収支     １３，３９８，０５４円 

２ 前期末支払資金残高           ０円 

３ 当期末支払資金残高  １３，３９８，０５４円 

３ 指定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

調査及び研究に関すること 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う女性が直面する困難等に関す

る調査 

・男女共同参画進捗状況及び課題把握のための基礎調査 

・女性総合相談事業のあり方に関する調査、男性相談のあり方に関

する調査 

・かわさきで生きてきた女性の個人史（聞き書き）調査 

・講座参加者、施設利用者を対象とした利用実態調査 

相談に関すること 

・個別相談（女性のための総合相談、男性電話相談、女性のための

キャリア・就業相談、女性のための起業・経営相談） 

・居場所づくり事業 

・相談事業のシステム構築 

・相談メニューの拡充検討、個別相談におけるＬＩＮＥ活用、居場

所づくり事業におけるＺｏｏｍ活用などの新たな手法の導入検討 

情報の収集及び提供に関する

こと 

・図書資料の収集提供、ギャラリー展示、かわさきの男女共同参画

情報紙の発行、ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳによる情報

発信、リーフレット等の発行 

研修会、講演会等の開催に関

すること 

・女性のための就業支援講座、女性のための起業支援講座 

・男性のための子育て支援講座（ワーク・ライフ・バランス支援講

座） 

・ＤＶ等暴力防止関連講座、女性のためのこころと身体の健康講座 

・すくらむ２１まつり、シネマ＆トーク、プチマルシェ 

市民の学習、研修及び交流の

活動の支援に関すること 

・かわさき男女共同参画ネットワーク事務局 

・市内関連団体の企画提案による公募型男女共同参画事業 

・学校との連携・協働事業（出前講座・大学生インターンシップ） 

・市内関連団体との連携・協働による男女共同参画の視点からの防

災講座 

・市内関連行政機関との連携・協働事業 

・市内中小企業等事業所との連携・協働事業 

施設及び設備を利用に供する

こと 

利用時間 ９：００から２１：３０まで 

休 館 日 年末年始及び毎月１回（保守点検、施設の修繕・修理、

収蔵図書資料の点検、職員研修等の実施のため、周知を

行った上で隔月休館から毎月休館へ変更予定） 
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６ 収支計画                                (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 合 計 

 収  入 134,546 134,916 136,727 135,301 135,371 676,861

 指定管理料 119,764 119,764 121,505 119,764 119,764 600,561

 利 用 料 金 12,612 12,682 12,752 12,822 12,892 63,760

 その他の収入 850 850 850 850 850 4,250

 自主事業 1,320 1,620 1,620 1,865 1,865 8,290

支  出 134,546 134,916 136,727 135,301 135,371 676,861
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川崎市男女共同参画センターの指定管理予定者の選定結果について  

１ 応募状況 

  説明会参加：９団体 

  応 募 団 体：３団体 

(1) 社会福祉法人共生会ＳＨＯＷＡ 

(2) 明日葉・テルウェル東日本共同企業体 

（代表者 株式会社明日葉、構成員 テルウェル東日本株式会社） 

(3) すくらむ２１かがやきパートナーズ 

 （代表者 Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社、構成員 株式会社東急コミュニティー） 

２ 川崎市市民文化局指定管理者選定評価委員会（すくらむ２１部会）委員 

  岩﨑 秀一（公認会計士・税理士） 

垣内 恵美子（政策研究大学院大学 教授） 

加藤 秀一（明治学院大学社会学部 教授） 

笹原  克 （有限会社オイコス計画研究所 代表取締役） 

佐谷 和江（株式会社計画技術研究所 代表取締役） 

３ 選定理由 

(1) 男女共同参画に対する社会的な現状をよく把握し、かつ川崎市における男女共同参画のこれ
までの実績及び課題について理解が深いこと。 

(2) 男女共同参画施設での運営実績を踏まえて、川崎市の男女共同参画の特性を踏まえた調査・ 
研究事業及び相談事業、各事業についての事業提案が具体的で実現可能性が高いこと。 

(3) 財政基盤が安定しており、今後、川崎市男女共同参画センターの管理運営を行うのに相応し
いものとして期待でき、安定的、継続的な施設運営が見込まれること。 
以上のことから、社会福祉法人共生会ＳＨＯＷＡを指定管理予定者として選定した。

４ 審査結果（※基準点６００点以上）

選定基準 配 点 

得 点 

社会福祉法人 

共生会ＳＨОＷＡ

明日葉・テルウェ

ル東日本共同企業

体 

すくらむ２１かが

やきパートナーズ

１ 事業目的の達成及び
サービス向上への取組 

４７５点 ３７２点 ３３１点 ３１４点

２ 事業経営計画と管理
維持費縮減等への取組 

２５０点 １６３点 １６０点 １６９点

３ 事業の安定性・継続性
の確保への取組 

１００点 ６８点 ６４点 ６４点

４ 応募団体自身につい
ての評価 

１００点 ８１点 ７４点 ６２点

５ 応募団体の取組に関
する事項 

７５点 ５０点 ５２点 ５１点

６ 実績評価点（標準を０
点として、加減点） 

合 計 １，０００点 ７３４点 ６８１点 ６６０点

５ 提案額 

  指定期間総額 ６００，５６１千円（５年間） 

別紙
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